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令和9年度介護報酬改定要望



１．①居宅介護支援・介護予防支援に関する
基本報酬の引き上げの検討をお願いします

居宅介護支援事業所は数名単位の小規模事業所が多く、この
ため収支差額も少額になり（令和7年11月26日第42回介護
経営調査委員会）、処遇改善はじめ生産性向上のための設備
費等への充当も難しい状況があります。
また、令和7年度介護事業経営概況調査では赤字事業所の
割合が40％になっており、経営状況が厳しい事業所も少なく
ありません。

「令和7年度介護事業経営概況調査」令和7年12月3日（第249回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料1-1）より
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「令和7年度介護事業経営概況調査」令和7年12月 3日（第249回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料1-2）
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種別
令和7年度介護経営概況調査
常勤換算1人当たり給与費

介護老人福祉施設 有資格介護職員

介護老人保健施設 有資格介護職員

430,505円

420,227円

居宅介護支援事業所 介護支援専門員 429,647円

介護福祉士資格等を取得し、関連する法定資格の実務経験を経て、
受験資格ができ、近年、合格率 10％から20％程度の試験に合格
し（平成30年度10.1％、令和7年度25.6％）実務研修修了後に
登録。さらに義務研修がある介護支援専門員の経験技能と、給与費
とが一部で逆転している状況です。介護支援専門員、主任介護支援
専門員の人材確保がままならない状況です。

１．①居宅介護支援・介護予防支援に関する
基本報酬の引き上げの検討をお願いします



１．②生産性向上・職場改善等が要件の
処遇改善加算上乗せ分への対象化をお願いします

中央福祉人材センター「福祉分野の求人・求職動向 令和８年２月暫定版」
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直近である令和８年２月の統計調査によれば、介護支援専
門員の職種別有効求人倍率は８．２４倍となっており、
引き続き、介護職の６．０９倍を大きく上回る状況となっ
てきています。居宅介護支援事業所数の減少も見られ、
介護支援専門員の人材確保のため、介護職員同様、処遇改
善加算の上乗せ対象となるようお願いいたします。



１．③登録施設介護支援創設における介護報酬上
の加算も含めた現行相当の評価をお願いします
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今般、介護保険制度改正により住宅型ホーム等の利用者に、新たな相談
支援（登録施設介護支援）の導入が予定されております。対象となる利
用者は現在、居宅介護支援、介護予防支援を利用されています。制度施
行時、事業所・利用者は 新たな相談支援へ移行されることが想定され
ますが、継続的に利用できますよう、新たな相談支援類型においても、
現行の居宅介護支援における報酬相当分は引き続き評価するなど、
新サービスへの円滑な移行が可能となるような報酬体系とすることを
お願いいたします。



５．大学教育等を視野に入れた資格制度の確立

〇介護支援専門員資格については、医療・福祉に関する他の法

定資格を取得後に、関連する法定資格の実務経験を経て、

介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、実務研修を修了

し登録する仕組みとなっております。

〇前述の通り、介護支援専門員・主任介護支援専門員の確保が

困難となりつつあります。一方で近年は、介護支援専門員を

志望する児童や学生等の若年者層からの声を耳にいたします

が、他の資格・免許のように直接に介護支援専門員を目指す

ことはできません。

このため、希望する若者がダイレクトに介護支援専門員を目

指すことができるためにも、大学教育等を視野に入れた資格

取得制度が必要です。
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ケアマネって
何してくれる人？

介護サービスの
利用状況の報告

（給付管理業務※）

サービス提供
の調整

国保連

利用者

デイサービ
ス

ケアマネ
ジャー

困りごとはケアマネさ
んに相談しよう！

利用者

国保連 デイサービス

認知症カフェ

高齢者サロン外出支援薬剤師

主治医
ケアマネジャー

？ ！
制度施行当初 現 在

地域包括支援
センター

歯科医

給付管理業務･･･ケアマネジャーは、区分支給限度額の
確認と、各サービス事業者への介護報酬の的確な支払い
を実現する観点から、サービスの利用状況を
国民健康保険連合会に報告している。

※

広がる関係職種との連携



トータルケアマネジメントの実現を
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介護の問題

ＡＤＬ

認知症

介護離職

介護費用

介護者確保

生活の問題

生活支援者
の不在

生活環境
の悪化

地域社会か
らの孤立

緊急時の
支援体制
の不備

貧困

情報網から
の阻害

社会サービ
スの複雑化

高齢者の自立した生活を確保する
ためには、介護保険の枠を超えた
社会資源の存在と、そこにつなぐ
総合的なケアマネジメントが必要

高齢者の生活を脅かす要因

地域包括ケアシステム実現のた
めの地域づくりに必要な要素

報酬有り

報酬無し

ケアマネジメントは
「多様なサービス提供主体により
総合的かつ効率的に提供される」
ためのセーフティネット

自立した生活の実現というケアマネジメントの本質に適した環境整備を
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